
様式 第 １号  

 

仙台 市 宿泊 促進 ・ 滞 在延 ⾧ に 繋が るコ ン テ ンツ 創 出事業 補助 金 交付 申請 書 

  令和 ●年●月 ●日  

（あ て 先） 仙台 市 ⾧ 

 

申請 者 の住 所又 は 所 在地           

仙台 市 青葉 区国 分 町 〇―×―△  

 

申請 者 の氏 名又 は 名 称           

株式 会 社〇 ×△          

代表 取 締役  ○ ○  ×× 

 

標 記 の 補 助 金 の 交 付 を受 け た い の で ， 仙 台 市補 助 金 等 交 付 規 則 第 ３ 条 及 び 仙 台 市 宿 泊 促

進 ・ 滞 在 延 ⾧ に 繋 が るコ ン テ ン ツ 創 出 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に よ り ， 下 記 の と

おり 関 係書 類を 添 え て申 請 し ます 。 

ま た ， 暴 力 団 等 と の 関係 を 有 し て い な い こ とを 誓 約 し ま す 。 な お ， 説 明 を 求 め ら れ た 場

合は 誠 実に 対応 し ま す。  

 

記 

 

１  補 助事 業 の 名 称及

び概 要  

（名 称 ） 

〇〇 公 園イ ルミ ネ ー ショ ン 

（概 要 ） 

○○ 公 園の 並木 道 を 装飾 す る イル ミネ ー シ ョン イ ベン ト 

 

２ 補 助事 業費  2,000,000円 

３ 補 助金 交付 申 請 額 
金  1,000,000  円 

４ 添 付書 類 ・仙 台市 宿泊 促進 ・滞 在延 ⾧に 繋が るコ ンテ ンツ 創 出事業

補助 金 事業 計画 書 （ 様式 第 ２ 号）  

・事 業 の内 容が 判 る 企画 書 等 の書 類 

・定 款 また はこ れ に 準ず る 書 類（ 法人 ・ 団 体の 場 合）  

・ 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し （ 法 人 の 場 合 ・ 法 務 局 で 発 行 し て

から 3カ 月以 内の もの ） 

・ 市 内 に 支 社 ・ 事 業 所 ・ 営 業 所 等 を 所 有 ・ 賃 借 し て 営 業 し

てい る こと が判 る 書 類（ 本 社 等が 市外 に あ る場 合 ） 

・ 納 税 証 明 書 （ 申 請 書 の 「 同 意 」 に マ ル を つ け て い る 場 合

は不 要 ） 

記載例 

【補足】事業計画書の「対象経

費」と同額を記載 

【 補 足 】 補 助 対 象 事 業 経 費 の

1/2以内（上限額100万円） 



市税 納 付状 況確 認 

私 （ 法 人 （ 団 体 ） 含 む ） の 仙 台 市 市 税 納 付 状 況 （ 税 目 ・ 税 額 ・ 申 告 の 有 無 等 ） を 文 化

観光 局 観光 課が 税 務 担当 課 に 照会 する こ と に 

 

同意します           同意しません 

 

※  該 当 す る も の を ○ で 囲 ん で く だ さ い 。 同 意 す る 場 合 は ， 納 付 状 況 の 確 認 に 際 し ， 申 請 者 を 特 定 す る た め

に 必 要 な 下 記 の 情 報 に つ い て 記 入 を お 願 い し ま す 。 

 

個人 の 場合 

・生 年 月日 （    年   月  日 ） 

※ 個 人 事 業 主 の 方 は 次 の 2点 に つ い て も 記 入 を お 願 い し ま す 。 

・事 業 所所 在地 

（ 申 請 者 と 同 一 の 場 合 は 記 入 不 要 ）                           

・事 業 所名 称・ 屋 号                                

 

法人 格 を有 する 場 合   

・本 店 や主 たる 事 務 所の 所 在 地 

（ 申 請 者 と 同 一 の 場 合 は 記 入 不 要 ）                          

・ 本 店 や 主 た る 事 務 所 の 名 称 

（ 申 請 者 と 同 一 の 場 合 は 記 入 不 要 ）                          

・ 法  人  番  号  （13桁 ）                   

 

※ 同 意 さ れ な い 場 合 に は 、 市 税 の 課 税 の 有 無 に か か わ ら ず 、 最 寄 り の 区 役 所 ・ 総 合 支 所

税 証 明 担 当 課 にお い て交 付 さ れ る 「 市税 の 滞納 が な い こ と の証 明 書」 （ 申 請 日 前 30日

以 内 に 交 付 を 受 け た も の に 限 り ま す 。 ） を 添 付 し て 申 請 し て く だ さ い （ １ 通 300円 の

手数 料 が必 要で す 。 ）。  

【「 市 税の 滞納 が な いこ と の 証明 書」 の 交 付に あ たっ て】  

市 税 を 10日 以 内 に 納 付し た 場 合 は 、 納 付 状 況を 確 認 で き な い 場 合 があ る た め 、 「 市

税 の 滞 納 が な い こ と の 証 明 書 」 の 交 付 を 受 け る 際 に 、 領 収 書 や 通 帳 等 納 付 し た 事 実 が

わ か る 書 類 を お 持 ち く だ さ い （ 法 人 市 民 税 ・ 事 業 所 税 の 場 合 は 申 告 書 の 控 え も お 持 ち

くだ さ い。 ） 。  

 

 

 ＜ 補 助要 件＞  

・ 市 税 の 滞 納 が な い こ と 又 は 徴 収 の 猶 予 を さ れ て い る こ と （ 受 益 と 負 担 の 適 正 化 及

び滞 納 者の 納税 の 促 進の た め に確 認さ せ て いた だ いて いま す。 ）。  

 

【補足】国税庁「法人番号公表

サイト」に掲載されている番号 


